
  

議案第 2 号 

 

小松市学校給食会補助金交付要綱の一部改正について 

 

次のことについて議決を求める 

 

小松市学校給食会補助金交付要綱（令和４年小松市告示第1 3 5号）の一部を

次の表のように改正する。 

改正前 改正後 

 
 （目的） 

第２条 この要綱は，学校給食を円滑

適正に実施することにより，成長期

における児童，生徒に安全，安心な

給食を提供するとともに，学校給食

法（昭和 29 年法律第 160 号）第 11

条第２項に規定する保護者が負担す

べき経費（以下「学校給食費」とい

う。）の一部を市が負担することに

より子育て支援を推進することを目

的とする。 

 （交付対象者） 

第３条 （略） 

 （補助金の対象経費及び補助金額） 

第４条 （略） 

 ⑴ 学校給食費（小松市立中学校に

在籍する生徒（義務教育学校７年

 
 （目的） 

第２条 この要綱は，学校給食を円滑

適正に実施することにより，成長期

における児童，生徒に安全，安心な

給食を提供するとともに，学校給食

法（昭和 29 年法律第 160 号）第 11

条第２項に規定する保護者が負担す

べき経費（以下「学校給食費」とい

う。）   を市が負担することに

より子育て支援を推進することを目

的とする。 

 （交付対象者） 

第３条 （略） 

 （補助金の対象経費及び補助金額） 

第４条 （略） 

 ⑴ 学校給食費（小松市立小学校等

設置条例（昭和 40 年小松市条例第

令和 6 年 2 月 15 日 
教育委員会会議 資料 

学校教育課 



から９年生を）含む。）                  

                   

                 

      の保護者であって，

住民基本台帳法（昭和 42 年法律第

81 号）に基づく本市住民基本台帳

に記載されている者に限る。ただ

し，国又は地方公共団体の負担に

おいて学校給食費の全部又は一部

の給付等を受けた場合は，当該給

付等を除く額とする。） 

 ⑵ 物価高騰のため増加した学校給

食費（小松市立小学校，中学校及

び義務教育学校に在籍する児童，

生徒に係るものに限る。） 

 ⑶ （略） 

 ⑷ （略） 

19 号）に規定する小学校，中学校

及び義務教育学校（次号において

「学校等」という。）に在籍する

児童又は生徒の保護者であって，

住民基本台帳法（昭和 42 年法律第

81 号）に基づく本市住民基本台帳

に記載されている者に限る。ただ

し，国又は地方公共団体の負担に

おいて学校給食費の全部又は一部

の給付等を受けた場合は，当該給

付等を除く額とする。） 

 ⑵ 物価高騰のため増加した学校給

食費（学校等         

         に在籍する児童，

生徒に係るものに限る。） 

 ⑶ （略） 

 ⑷ （略） 

 

   附 則 

 この要綱は，公表の日から施行し，令和５年４月１日から適用する。 



 

議案第 3 号 

 

小松市学校給食費補助金交付要綱の一部改正について 

 

次のことについて議決を求める 

 

小松市学校給食費補助金交付要綱（令和３年小松市告示第1 0 9号）の一部を

次の表のように改正する。 

改正前 改正後 

（目的） 

第２条 この要綱は，補助金の交付に

より，本市が実施する     中

学生を    対象とした給食無

償化の  現物給付を受けること

ができない世帯の経済的負担の軽

減を図り，もって本市の子育て支援

を推進することを目的とする。 

 （交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者

（以下「交付対象者」という。）は，

次のいずれかの学校（学校教育法

（昭和 22 年法律第 26 号）第１条の

学校をいう。）の中学１年生から３

年生までに相当する学年に在学す

る生徒の保護者（学校教育法第 16

条に規定する保護者をいう。以下こ

（目的） 

第２条 この要綱は，補助金の交付に

より，本市が実施する小学生及び中

学生を対象とした学校給食無償化

の現物給付を受けることができな

い世帯の経済的負担の軽減を図り，

もって本市の子育て支援を推進す

ることを目的とする。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者

は，学校教育法（昭和 22 年法律第

26 号）第１条の小学校，中学校，義

務教育学校又は特別支援学校に在

籍している児童生徒（特別支援学校

にあっては小学部又は中学部に在

籍する生徒に限る。以下「対象児童

生徒」という。）の保護者（学校教

令和 6 年 2 月 15 日 
教育委員会会議 資料 

学校教育課 



の条において同じ。）であって，本

市の区域内に住所を有する者及び

保護者に準じる者として市長が認

める者とする。 

⑴ 中学校（小松市立小学校等設置

条例（昭和 40 年小松市条例第 19

号）別表第２の中学校を除く。） 

⑵ 義務教育学校（小松市立小学校

等設置条例別表第３の義務教育

学校を除く。） 

⑶ 特別支援学校（中学部に限る。） 

２ 前項の規定にかかわらず，生活保

護法（昭和25年法律第1 4 4号）第13

条の規定による教育扶助を受けて

いる世帯に属する保護者は，補助金

の交付対象としない。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は，学校給食費

（学校給食法（昭和29年法律第160

号）第 11 条第２項に規定する学校

給食費をいう。）であって交付対象

者が負担した額の合計額        

                     

                           

                           

                           

                           

                           

育法第 16 条に規定する保護者をい

う。以下同じ。）であって本市の本

市住民基本台帳（住民基本台帳法

（昭和 42 年法律第 81 号）第５条の

住民基本台帳をいう。）に登録され

ている者及び保護者に準じる者と

して市長が認める者（以下「これら

を「交付対象者」という。）とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は，学校給食費

（学校給食法（昭和29年法律第160

号）第 11 条第２項に規定する学校

給食費をいう。）として 交付対象

者が小松市学校給食条例施行規則

（令和５年小松市規則第５号）第５

条の規定により現に負担した額（交

付対象者が特別支援学校への就学

奨励に関する法律（昭和 29 年法律

第 144 号）第２条第１項第２号に規

定する学校給食費の支弁額及び要



                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

      とする。ただし，特別

支援学校への就学奨励に関する法

律（昭和 29 年法律第 144 号）第２

条第１項第２号に規定する学校給

食費の支弁額及び要保護児童生徒

援助費補助金及び特別支援教育就

学奨励費補助金交付要綱（昭和 62

年文部大臣裁定）第２条第２項に規

定する特別支援教育就学奨励費補

助金の額を除く。 

[新設] 

 

 

 

 

 

 

 [新設] 

 

 

 

保護児童生徒援助費補助金及び特

別支援教育就学奨励費補助金交付

要綱（昭和 62 年文部大臣裁定）第

２条第２項に規定する特別支援教

育就学奨励費補助金の交付を受け

ているときは，当該交付対象者が負

担した額から当該交付された額を

控除した額）とする。ただし，次の

いずれかに該当するときは，それぞ

れ当該各号に規定する額を上限と

して市長が定める額とする。                   

                 

                 

                 

                           

                 

         

 ⑴ 食物アレルギー等の理由によ

り対象児童生徒が在籍する学校

における学校給食を喫食できな

いため学校給食に代わって当該

児童が喫食するための弁当等を

作成する費用を交付対象者が負

担しているとき。 

 ⑵ 対象児童生徒が在籍する学校

において給食を提供していない

ため学校給食に代わって当該児

童が喫食するための弁当等の作



  

 

（補助条件） 

第５条 市長は，補助金の交付に当た

り条件を付すことができる。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようと

する者（以下「交付申請者」という。）

は，あらかじめ小松市学校給食費補

助金交付申請書兼実績報告書兼請

求書（様式第１号）に給食費支払状

況表（様式第２号）を添えて，市長

に提出しなければならない。 

 

 [新設] 

 

 

 

 （交付決定等） 

第７条 （略） 

 （補助金の返還） 

第８条 （略） 

 （委任） 

第９条 （略） 

様式第１号（第６条関係） 

                             

年 月 日 

 

成の費用を交付対象者が負担し

ているとき。 

  

 [削除] 

 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようと

する者（以下「交付申請者」という。）

は，     小松市学校給食費補

助金交付申請書兼実績報告書兼請

求書（別記様式）に必要書類を添え

て            市長

に提出しなければならない。 

２ 前項の提出期限は，補助金を公布

しようとする日の属する年度の末

日とする。ただし，やむを得ない理

由があると市長が認めるときは，こ

の限りでない。 

 （交付決定等） 

第８条 （略） 

 （補助金の返還） 

第９条 （略） 

 （委任） 

第 10 条 （略） 

別記様式（第７条関係）  

                             

年 月 日 

 



（あて先）小松市長 

 

住 所 

氏 名 

連絡先 

小松市学校給食費補助金 

交付申請書兼実績報告書 

兼請求書 

  小松市学校給食費補助金交付要

綱第６条の規定に基づき，下記のと

おり関係書類を添えて申請し，補助

金額が確定したときは，その支払い

を請求します。 

記 

   金額    円 

   [様式の表：略] 

※ 申請者名義の口座を記入してく

ださい。 

※ 口座番号，口座名義等は，金融機

関に確認のうえ，記入してくださ

い。 

 

 ［様式 別紙３ 挿入］ 

（あて先）小松市長 

 

住 所 

氏 名 

連絡先 

小松市学校給食費補助金 

交付申請書兼実績報告書 

兼請求書 

  小松市学校給食費補助金交付要

綱第７条の規定に基づき，下記のと

おり関係書類を添えて申請し，補助

金額が確定したときは，その支払い

を請求します。 

記 

   金     円 

   [様式の表：略] 

【申請時の注意事項等を記載する

こと。】 

 

 

 

 ［様式 別紙２ 挿入］ 

 

 ［削除］ 

 

   附 則 

１ この告示は，公表の日から施行する。 

２ この告示による改正後の小松市学校給食費補助金交付要綱の規定は，令和



５年４月分以後の学校給食又は持参弁当等の喫食について適用し，同日前の

補助金の交付については，なお従前の例による。 



 

 

                                     議案第 4 号 

 

令和５年度サイエンスヒルズこまつ科学賞被表彰者について 

 

  次の者について議決を求める。 

   

記 

 

チャレンジ賞    加籏
か ば た

 輝
てる

宏
ひろ

      小松市立板津中学校２年 

中森
なかもり

 智
とも

治
はる

      小松市立板津中学校２年 

横川
よこがわ

 仁
じん

       小松市立板津中学校２年 

チャレンジ賞    笹田
さ さ だ

 塔子
と う こ

      石川県立小松高等学校２年 

           和田
わ だ

 夏
な

菜子
な こ

     石川県立小松高等学校２年 

 

ホープ賞      平
ひら

  流
りゅう

絆
き

          金沢市立西小学校６年 

ホープ賞      梶井
か じ い

 希
き

和
わ

      小松市立稚松小学校３年 

 

サイエンス功労賞  中谷内
な か や ち

 修
おさむ

     石川県立大学附属生物資源工学研究所 

ゲノム情報利用技術センター 

 

 

１.選考委員会 ： 令和６年１月２５日（木） 午後４時から 

２.表彰式   ： 令和６年３月１７日（日） 午後１時から 

              令和５年度 究める課題別研究発表会 in KOMATSU において  

３.表彰式会場 ： ひととものづくり科学館  わくわくホール 

 令和 6年 2月 15日 
教育委員会会議 資料 
ひととものづくり科学館 



令和 6 年 2 月 15 日 
教育委員会会議 資料 

教育研究センター  

 
 
 

寄附受納について 
 

 

本市の学校教育充実のため、下記のとおり寄附がありました。 

 

 

記 

 

 

◆寄附者／株式会社 勝木太郎助商店 代表取締役 勝木 繁 様 

 

１．受 納 日  

令和６年２月１日（木） 

 

 

２．寄附の内容 

〇情報教育機器 

・Web カメラ             １台 

・43 型ワイド液晶ディスプレイ １台 

 

〇小学校１年生用鉛筆Ｂ  １００ダース 

 

 

３．感謝状贈呈式 

令和６年２月２１日（水）  教育長室にて 



令和 6年度市立公民館生涯学習講座について 

 

地域の生涯学習の拠点となる市立公民館において、市民の文化、教養の向上及び健

康の増進等を目的に、年間を通じて様々な生涯学習講座を開催している。 
 令和 6 年度の講座開催にあたり、広報こまつ 3 月号に講座情報を掲載し、広く市民

に周知する。 
 
１．講座の内容 

別紙「広報こまつ 3 月号原稿（案）」のとおり 
市立公民館 9 館 105 講座（延 824 回） 内、新規講座：23 

 
【実績】 
令和 4 年度 95 講座（延 845 回） 延人数 9,420 人 

 令和 3 年度 89 講座（延 825 回） 延人数 8,697 人 

 
 

２．今後の予定 

令和 6 年 3 月 広報こまつ 3 月号で講座案内 
3 月 12 日～21 日 受講者募集（こまつ電子申請サービス、窓口） 

 ※定員に余裕のある講座はその後も随時受付 
  4 月～  講座開始 

令和 6 年 2 月 15 日 
教育委員会会議 資料 

生涯学習課 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


